
MUSASHINO CITY No.2273 令和7年5月15日号 7

実施機関
請求 決定内容（件）

審査請求
（諮問件数）件数 延べ人数 全部

開示
一部
開示

非開示
（うち文書不存在）処理中 却下

市長部局 156 122 34 99 22（20） 1 0 1
教育委員会 12 12 1 9 2（2） 0 0 0
その他行政
委員会 2 2 0 2 0（0） 0 0 0

議会 1 1 1 0 0（0） 0 0 0
計 171 137 36 110 24（22） 1 0 1

前年度計 206 152 45 145 16（10） 0 0 1

　情報公開は、市自治基本条例や市情報公開条例で定められており、市民の市政への参加を促進するため、市政に関する情
報を公開することにより、市民の知る権利を保障し、公正で透明な市政を推進することを目的とする制度です。市報のCIM
コラム（原則毎月15日号）で、知ってもらいたい情報を分かりやすく掲載しているほか、市政に関わる情報は、市
政資料コーナー、市報、市HP、各課窓口などで提供しています。窓口などで提供されていない行政文書について
も、市民からの請求に応じて、個人のプライバシーに最大限配慮した上で、閲覧や複写により、原則として開示し
ています▶問：市民活動推進課☎60-1809

全部開示・一部開示・
非開示決定通知の交付

写しの交付や郵送を
希望するときは、実費
の支払いが必要です

請 求

決 定

●決定の内訳

●請求の内訳

一部開示・非開示となる例
開示請求された行政文書の中に、個人名などの「個人を識別でき
る情報」、法人の印影などの「法人などの地位が損なわれるおそ
れがある情報」、そのほかに「市の審議、検討又は協議に関する
情報」、「行政運営に支障をおよぼすおそれがある情報」、「任意
に提供した情報」などが含まれる場合は、その部分を非開示とし
ています。

武蔵野市全図（100円）をはじめ、さ
まざまな有償刊行物があります。

原則請求のあった日の翌日
から起算し、実施機関は14
日以内に決定

開示請求書を情報公開
担当に提出

令和６年度は、工事設
計書や道に関する協定
書、特定の契約に係る
プロポーザルに関係す
る書類などが請求され
ました

審査庁からの諮問に応じて、情報公開・個人情報保護審査会で
審議します

開示が認められない理由を文書でお知らせします

開示が認められない理由を示した文書を受け取った日の翌日か
ら３カ月以内に、審査庁に対して審査請求ができます

ＣＩＭ=Civil Information Minimum（これだけは知っておきたい市民の情報）

　身近な題材の中から、市民の皆さんに知ってほしい情報を、
市民ライターが分かりやすくお伝えするCIMコラムを市報
に掲載しています。平成４年から続いている本市ならではの
取り組みで、令和６年度は、「人権擁護の取り組みについて」、
「地域のボランティア、子育て支援団体が運営　collabono
コミセン親子ひろば」、「市立小・中学校　４つのこだわりの学
校給食」などを掲載しました。
※紙面の都合で今号は掲載せず、６月１日号に掲載します

開示が認められないことがあります

開示が認められない理由に納得できないとき

その他行政委員会 2件
　子ども家庭部 4件
　総務部 4件

　健康福祉部 7件

　教育委員会 12件 

　総合政策部 13件

　市民部 20件

財務部 48件

都市整備部 50件
合計
171件

　環境部 10件

議会１件

行政文書開示請求の流れ

令和６年度行政文書開示状況

市民に情報市民に情報をを公開し、公開し、
公正で透明な市政公正で透明な市政をを推進します推進します

　市HPの「有償刊行物一覧」
で内容を随時更新して掲載し
ています。

　市の刊行物、報告書をは
じめ、法規、辞典、官報など
各種の資料を自由に閲覧で
きます。コピー（A3まで白
黒1枚10円・カラー1枚30
円）や備え付けのパソコン
による行政情報のインター
ネット検索ができ、有償刊
行物の販売や資料の頒布な
ども行っています。なお、市政資料の目録（平成20～令和６年度）
は市HPの「市政資料」に掲載しています。

毎月15日号の市報に掲載※

市政資料コーナー（市役所西棟７階）

有償刊行物

（直接窓口へ持参または郵
送、ファクス）

全部開示 36件非開示(うち文書不存在）
24（22）件

一部開示 110件

処理中 1件

合計
171件


